健康保険　八代総合病院

倫理委員会規定

平成19年9月1日改訂（第2版）

(目的)

第1条  この規程は、健康保険八代総合病院(以下「病院」という。)倫理委員会

(以下「委員会」という。)の組織及びその他必要な事項を定めることを

目的とする。

(委員会の審査事項等)

第2条 委員会は、病院における倫理意識の高揚を図り、患者の人間性の尊重と生命・権利の擁護に寄与するため、次の各号に掲げる事項を審査するものとする。

 　(1)倫理的問題への病院の対応方針

 　(2)日常の医療における倫理的問題

 　(3)生命の質に関わる生命倫理の問題

 　(4)その他必要な事項

2 委員会は、病院内のスタッフの倫理教育や啓蒙活動を実施するものとする。

(委員会の構成)

第3条 　委員会を構成する委員は、少なくとも5名以上とし、副院長(又はこれに準ずる者)、病院長が指名する医師を含む医療専門職、事務系職員並びに病院外の一般の立場を代表する委員（少なくとも1名）をもって構成する。また、委員は男女両性をもって構成する。

2 委員は、病院長が任命する。

(委員会委員長)

第4条　 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から委員全員の合意により選出する。ただし、委員長が欠席の場合は委員会が指名した委員がその職務を代行する。

3 　委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 病院外委員を、委員長に任命することはできない。

(委員の任期)

第5条 　委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときは新任者を選出し、その任期は、前任者の残存期間とする。

2　 委員の再任は妨げない。

(委員会の開催)

第6条 　委員会は、委員長が招集する。

2 　委員会は、必要に応じて開催する。ただし、病院長から緊急に意見を求められた場合には、随時、委員会を開催することができる。

3 　委員会は、原則として委員全員の出席をもって成立する。院外委員は少なくとも1名以上出席していなければならない。

4 委員長は、参考人として申請者の出席を求めることができる。

(審査の方法)

第7条 　審査の方法は、出席した委員全員の合意を原則とする。

(審査の申請)

第8条 　生命倫理等倫理上の判断や審査を必要とするときは、職員はあらかじめ倫理審査申請書(様式1)により申請するものとする。

(審査の結果の通知)

第9条　 委員長は、審査を終了したときは、その結果を速やかに審査結果通知書(様式2)により申請者に通知するものとする。

2　 委員長は、前項の通知をするときは、その旨を事前に病院長に報告しなければならない。

(委員会の庶務)

第10条 　委員会の事務は、委員長が委員の中から指名した者がこれを処理する。

 附則

この規程は、平成19年 7月30日から施行する。
